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※領収書、納品書（控）、入金票は同じ形式のため省略。 

新（インボイス対応） 

インボイスと現行の記載事項の比較 ～納品書兼請求書～ 

 

旧（現行） 

事業者登録番号に対

応した氏名又は名称

が記載されます 

事業者登録番号

が追加されます 

科目ごとの合計表が無くなり、実績金額が追加されます 
消費税計算に差異が生じるため合計表は無くなります 
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新（インボイス対応） 

インボイスと現行の記載事項の比較 ～月次売掛金増減残高一覧表～ 

 

旧（現行 *税込）  

 

旧（現行 *税別）  

 

 

 

 

税率ごとに区分した消費税額と、税込の合計額が確認できます 税別表記となります 

【留意点】 

インボイスの仕様上、税率ごとの記載になり区分ごとの集計ができなくなる

ため、各項目は税込表示ではなく、税別表示となります。 
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新（インボイス対応） 

インボイスと現行の記載事項の比較 ～税率別売上集計～ 

 

旧（現行） 

 

 

 

 

税別表記となります 税率ごとに区分した税別の合計額と消費税額が確認できます 

【留意点】 

インボイスの仕様上、税率ごとの記載になり区分ごとの集計ができなくなる

ため、各項目は税込表示ではなく、税別表示となります。 
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※インボイス制度開始日（10月1日）以前に設定しても構いません。 

１．【その他】>【設定】をクリック。 

 

 

２．【一般設定】をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業者番号の入力項目に、Tを除いたご自身の事業者登録番号を入力し 

  「確認」ボタンをクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

適格請求書発行事業者の登録が完了したら 

 

4．名称欄に商号または名称が表示されること。 
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※9月分の締め作業（請求書発行など）を終えたら行ってください。 

１．【その他】>【設定】をクリック。 

 

 

２．【一般設定】をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．売上及び仕入の消費税計算を「税率単位(インボイス)」にチェック 

9月分の締め作業を終えたら 

 

4．「登録」ボタンをクリック。 

【留意点】 

設定変更後に9月分の伝票を新たに作成する場合は、以前の消費税計算の設

定に戻してから作成してください。 

消費税計算(仕入)のチェックについて 

営業所・ADは、仕入先（販社または、所長）に売上

伝票の消費税計算方法をお問い合わせください 


